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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、水道事業の一翼を担う企業として、「水道はライフラインの中心」であるという重要性を常に認識し、その社会的責任を果たし、地域社会
の発展に貢献することを目指しております。

このような中、当社では、経営の透明性を高め、コンプライアンス遵守の徹底を通じ、企業として広く社会からの信頼を確保していくことが、企業価
値を持続的に向上させていくために必要不可欠と考えており、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいり
ます。

1.　株主の権利・平等性の確保

少数株主を含めたすべての株主に対し、実質的な平等性を確保するとともに、株主構成等を踏まえたうえで、その権利の確保に向けた適切な対
応と適切な権利行使に資するための環境整備に努めてまいります。

2.　株主以外のステークホルダーとの適切な協働

「QSO」（Quality, Safety & Originality）『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改革である』という会社指針に基づき、より「きれいな水、安

全な水、おいしい水」の供給に向けて、お客様のニーズを第一に考え、事業活動に取り組むとともに、当社を取り巻く各ステークホルダーとの適切
な協働に努めてまいります。

3.　適切な情報開示と透明性の確保

「ディスクロージャーポリシー」に従い、法令および証券取引所規則に基づく開示のほか、それら法令等以外の情報についても、適時開示の趣旨を
踏まえ、適切な開示に努めてまいります。

4.　取締役会等の責務

取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保し、社業の発展および株主共同の利益のため役割・責
務の遂行に努めてまいります。監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立した立場から監査・監督に重点を置き、役割・
責務の遂行に努めてまいります。

5.　株主との対話

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を通じて、すべてのステークホルダーから、当社の経営活
動および企業活動全般について正しい理解を得るために「迅速、正確かつ公平」を基本に、適時適切な対応に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則１－４】

■政策保有株式

　当社は、取引関係を緊密に維持するため、政策保有株式として取引先の株式を保有しております。毎年1回、取締役会において、政策保有株式
について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を個別に精査し、保有を継続するか検討しております。こ
の結果、継続して保有する合理性が乏しいと判断される銘柄については、削減や売却等の縮減を図ります。

政策保有株式に係る議決権の行使については、個別に精査し、企業価値向上に資するものであるか、株主価値を毀損させる可能性がないか、
コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念がないかなど総合的に判断し、適切に行使しております。

【原則１－７】

■関連当事者間の取引

　当社は、取締役との取引等関連当事者間の取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取締役会で審議のうえ、承認を得ることとしており、
関連当事者間の取引に関するアンケートを毎期実施することにより確認をしております。また、これら関連当事者間の取引が発生した場合には、
関係法令等に従い開示いたします。

【補充原則２－４－１】

■中核人材の登用等における多様性の確保

１．多様性の確保についての考え方



　当社は、性別、国籍、採用時期等にかかわらず、能力を重視した人物本位の人材登用を実施しております。多様な視点や価値観を有した人材
は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を支える原動力であり、重要な資本であるとの認識の下、更なる活躍が果たせる就業環境・
制度の整備に努めております。

２．多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標

　(1)女性の管理職への登用　

　　女性活躍推進法に基づき策定を行った「一般事業主行動計画」において、2031年までに女性管理職登用の前提となる係長級の女性比率を10
％以上（現在4.2％）にする目標を掲げ取り組んでおり、将来の管理職層の選抜・登用に向けた面談や研修を通して対象層の意識醸成を図ってお
ります。

　(2)外国人の管理職への登用

　　外国人の管理職への登用については、当社の事業領域が国内に限られている特性に鑑みて、目標は特に定めておりません。

　(3)中途採用者の管理職への登用

　　中途採用者の管理職への登用については、能力を重視した人物本位の登用を実施しているため、目標は特に定めておりません。管理職への
登用比率は26.9％です。

３．多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備

　多様な人材が活躍を果たしていくためには、個々の社員が自己実現を可能とする自己キャリア形成や柔軟な働き方を選択できる制度や仕組み
の構築が必要であると考えます。当社では全ての従業員に対し、年度教育計画に基づいた階層別、職務別などの研修機会の提供や公的資格取
得、自己啓発に対する支援制度を整え、人材育成に取り組んでいます。また、人事制度の見直しに加え、柔軟な働き方実現のためテレワーク、フ
レックスタイム制度の導入や介護休業、介護時短時間勤務など従業員支援のための制度整備も実施しております。

【原則２－６】

■企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社は、「年金資産運用に関する基本方針」を定め、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している運用受託機関に企業年金を委託して
おります。人事部門、財務部門が担当となり、運用受託機関に対するモニタリングや、運用受託機関からの定期的な報告を通じ、アセットオーナー
としての機能が発揮できるように取り組んでおります。

【原則３－１】

■情報開示の充実

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社の経営理念等は、当社ホームページのトップメッセージに、経営計画は、当社ホームページの以下ＵＲＬに掲載しております。

　　https://www.qso.co.jp/dcms_media/other/20250807-1.pdf

（2）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書「1-1基本的な考え方」に記載のとおりであります。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社は、株主総会決議に基づく取締役の報酬について、「取締役の報酬等の内容の決定方針」を取締役会で決議しております。

取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬（賞与）および中長期的なインセンティブとして位置付ける譲渡制限付株式報
酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

取締役の基本報酬の個人別の報酬は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、月額固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に鑑みて、当
社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける固定報酬額、当社の財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定する
方針としております。

　業績連動報酬（賞与）は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給するものとし、事業年度ご
との業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合い等、また当社と同種類か
つ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける報酬総額などを参考に算出する方針としております。

　譲渡制限付株式報酬は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なイ
ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的に、業績、役位、職責などを総合的に勘案の上算出する方針と
しております。

　業務執行取締役（常勤取締役）の種類別の報酬等の割合については、定めないものとしております。ただし、定性的な観点から、取締役会が報
酬諮問委員会に取締役の個人別報酬の額を諮問し、報酬諮問委員会では、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおけ
る報酬等総額、その種類別の報酬割合等も踏まえた原案を作成し、取締役会においては、報酬諮問委員会の答申にある種類別の取締役個人別
報酬の額を尊重する方針としております。

　報酬の決定に際しては、取締役会は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役の報酬を決定することとしています。

監査役の報酬については、株主総会決議の範囲内で、監査役会で決議された社内の規定に基づき、常勤監査役と社外監査役の別、業務の分担
等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役候補者および監査役候補者の選任については、「役員選解任基準」に基づく適任者を候補者として選定し、任意の諮問機関である指名
委員会の審議を経て、取締役会で決定いたします。なお、監査役候補者については、事前に監査役会で同意を得た上で、取締役会で決定してお
ります。解任については、役員としての資質を欠いていると判断される事象・行為があった場合など、各選定基準を満たさなくなった場合には、「役
員選解任基準」に基づき、任意の諮問機関である指名委員会の審議を経て、取締役会にて協議を行い、解任すべきであると取締役会が判断した
場合には、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。

（5）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　当社は、株主総会参考書類の取締役・監査役選任議案において、各候補者の略歴、地位および重要な兼職の状況等を詳細に記載するととも
に、その選任理由を具体的に記載しております。また、解任議案においても、該当者の解任理由を記載いたします。

【補充原則３－１－３】

■サステナビリティについての取組みの開示

　当社は、サステナビリティを巡る課題への対応について重要な経営課題と認識しており、大切な水を人々の暮らしへつなぐ製品を取り扱う企業と
して、安全・安心で品質の高い製品を提供し、事業活動を通じて社会課題の解決を目指し、すべてのステークホルダーから信頼される誠実な企業
であり続けたいと考えております。

　人的資本については、強化領域への人材配置、知識や経験値を高めるローテーションの実施、柔軟な働き方の実現などを通じ、多様な人材の
育成を図りながら、経営資源への配分を行っております。

知的財産については、より安全な水道水の供給を追求した水道用給水装置、屋内給水給湯配管システム関連部材、住環境に配慮した暖房シス
テム関連部材の開発、また、樹脂材料・金属材料に関して、金型設計製作・樹脂成形・銅合金鋳造・機械加工・組立・検査といった製品製造技術の



開発を続け、開発活動を通じた知的財産権への投資を行っております。具体的な開示内容につきましては、有価証券報告書（第２【事業の状況】　
６【研究開発活動】）に記載しております。

　TCFD等の枠組みに基づく開示については、気候変動への対応が将来ビジョン実現に向けた重要課題（マテリアリティ）の一つであり、事業活動
や収益等に与える影響について、データの収集、分析を行い、施策の検討・立案及び取り組みを進め、進捗状況に合わせて情報開示を行う方針
としております。

＜気候変動への取組み＞

　当社は、気候変動への対応を、将来ビジョン実現に向けた重要課題の一つとして位置づけ、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提
言への賛同を2023年5月に表明しました。今後は、TCFDが推奨する枠組み（「ガバナンス」、「リスク管理」、「戦略」、「指標と目標」）に沿って情報
開示を行い、気候変動への取り組みを推進してまいります。

　詳細は、当社ホームページに記載しておりますので、右記URLをご参照ください。　https://www.qso.co.jp/sustainability/climate.html

【補充原則４－１－１】

■経営陣に対する委任の範囲

　当社は、取締役会規程に基づき、取締役会において経営目標・経営戦略等重要な事業戦略その他必要な重要事項の決定を行うとともに、社
長、業務執行取締役、執行役員等各職位の権限等を明確に定めた職務権限規程等に従い、各業務の組織的かつ効率的な運営を行っておりま
す。なお、その概要は本報告書「2-2業務執行、監督・監査、指名報酬決定等の機能に係る事項」や有価証券報告書で開示しております。

【原則４－９】

■独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　当社は、「独立役員選任基準」を定め、有価証券報告書において開示しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が
定める「独立役員選任基準」を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を独立社外取締役として選任しております。現在選任してい
る独立社外取締役２名については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

【補充原則４－１０－１】

■任意の独立した諮問委員会の設置

　当社は現在、取締役６名のうち、独立社外取締役は２名（男性１名、女性１名）で構成されております。取締役会に占める独立社外取締役の割合
は過半数に至っておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、「指名委員会」および「報酬諮問委員会」を設置し、それぞれの委員会の構
成は社外取締役が過半数を占めております。また、両委員会ともに委員長は社外取締役が務めていることで、独立性・客観性を担保し、コーポ
レート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っております。

　「指名委員会」および「報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、決定しております。

＜指名委員会＞

（1）株主総会に付議する取締役及び監査役の選任・解任に関する事項、（2）代表取締役の選定・解職に関する事項、（3）役付取締役の選定・解職
に関する事項、（4）取締役社長、取締役等の後継者計画（育成を含む）に関する事項、（5）その他、取締役会が必要と認めた事項

＜報酬諮問委員会＞

（1）取締役の報酬等の内容の決定方針、（2）株主総会に付議する取締役及び監査役の報酬総額等に関する議案の原案、（3）取締役会に付議す
る取締役の個人別の基本報酬及び役員賞与等の内容に係る決定方針の原案、（4）取締役会に付議する取締役個人別報酬及び役員賞与等内容
の原案、（5）その他、取締役会が必要と認めた事項

【補充原則４－１１－１】

■取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス・多様性及び規模に関する考え方

　取締役の員数は、定款により１０名以内と定めているところ、事業規模等を勘案し機動的な意思決定が行えるよう６名で構成しております。

取締役会は、各事業それぞれの業務に精通した業務執行取締役と、高度な知見を有し、経験と実績に基づく専門的・客観的視点による助言と取
締役会の監督機能向上が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と適正規模についても検討した上で決定しております。ま
た、取締役６名のうち、３分の１にあたる２名を独立社外取締役として選任しております。

　当社の取締役が有しているスキルにつきましては、「第70期定時株主総会招集ご通知」の12頁に記載し当社ホームページに開示しております。
詳細は右記URLをご参照ください。　https://www.qso.co.jp/dcms_media/other/2606_shousyu.pdf

【補充原則４－１１－２】

■取締役・監査役の兼任の状況

　取締役・監査役における他の会社の役員との兼任状況については、有価証券報告書および株主総会招集通知（事業報告・参考書類）に記載し
ております。他の会社との兼任状況は合理的な範囲であり、役割・責任を果たすために必要な時間は確保できていると判断しております。

【補充原則４－１１－３】

■取締役会全体の実効性についての分析・評価

　当社は、2021年度より、社外役員を含めた取締役会構成員全員を対象に、「取締役会実効性評価に関する質問票」による匿名アンケート実施
し、その結果について、構成員全員が共有し、課題への対応などにつき、テーマを策定し、議論を行っております。昨年度は、取締役会の構成、運
営、議題および取締役会を支える体制の質問（計35問）の回答において、総じて「取締役会の実効性は確保されている」との、評価結果となりまし
た。引き続き、取締役会としての実効性をさらに高めていくために、評価の低い項目などを優先して、取組みを検討し（Plan）、改善のための取組み
を実行し（Do）、実行後その取組みの効果がみられたかを検証し（Check）、検証結果を踏まえて、さらなる改善に繋げていく（Action）というPDCAサ
イクルを毎年継続的に廻してまいります。

【補充原則４－１４－２】

■取締役・監査役のトレーニング

　当社は、取締役・監査役が期待される役割、責任を果たすため必要な知識の習得のために、外部機関による講習会及び研修会、信託銀行のセ
ミナーへの参加などの機会も設けております。また社外取締役・社外監査役に対しては、当社の事業内容の理解を深めることを目的に、工場など
主要拠点の視察の機会を設け、必要な知識・知見の提供を適宜行うこととしております。

【原則５－１】

■株主との建設的な対話に関する方針

　当社は、事業企画部事業企画課をIR担当部署とし、取締役管理本部長をIR担当取締役としております。機関投資家等に対しては、年1回決算説
明会を実施し、四半期毎の決算公表後にはアナリストや機関投資家等とのミーティングを随時実施しております。また、当社はディスクロージャー
ポリシーを制定し、ホームページにて公表しております。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年6月25日

該当項目に関する説明

【原則５－２】

■経営戦略や経営計画の策定・公表

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

　当社は、2025年8月7日に中期経営計画2029を策定し、業績に関する具体的な到達目標（売上高、利益など）を重要指標として位置づけ、5ヵ年に
渡り、その水準維持・向上に努めるとともに、資本効率の高い経営を目指すべく、「ROE」（自己資本当期純利益率）を経営指標に捉え、7.0％以上
の水準を目指してまいります。株主還元については、「純資産配当率（DOE）3％程度を目安」かつ「累進配当」を配当政策の基本方針として、安定
かつ継続的な還元を継続的に実施してまいります。また、「PBR」（株価純資産倍率）についても、現状1.0倍を下回り、株価は割安な水準となってい
ることから、１倍超えを目指し、引き続き、改善策を講じてまいります。

＜重要指標＞

　＊売上高 335億円（2024年3月期：320億円、2025年3月期：320億円、2026年3月期：317億円）

　＊営業利益 38億円（2024年3月期：24.6億円、2025年3月期：30.4億円、2026年3月期：27.3億円）

　＊営業利益率 11.5％（2024年3月期：7.7％、2025年3月期：9.5％、2026年3月期：8.6％）

　＊ROE 7.0％（2024年3月期：4.4％、2025年3月期：6.0％、2026年3月期：6.7％）

　＊PBR 1.0倍（2024年3月期：0.69倍、2025年3月期：0.67倍、2026年3月期：0.78倍）

　また、「ROA」（総資産純利益率）についても常に意識し、バランスの優れた事業ポートフォリオを構築することにより、資産効率の向上を目指して
おります。決算説明会を通じて、経済情勢、業界動向、自社の資本コストを踏まえた収益計画、資本政策の基本方針を示すとともに、設備計画、
開発計画、重点戦略など経営資源の配分等について分かりやすく説明するよう努めております。

　＊ROA（2024年3月期：3.7％、2025年3月期：5.2％、2026年3月期：5.8％）

　詳細につきましては、中期経営計画2029、決算説明会資料に記載しておりますので、以下をご参照ください。

　　中期経営計画2029 https://www.qso.co.jp/dcms_media/other/20250807-1.pdf

　　決算説明会資料 https://www.qso.co.jp/dcms_media/other/2606_kes.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
1,641,100 8.06

前澤工業株式会社 1,248,600 6.13

前澤化成工業株式会社 1,248,000 6.13

ＴＨＥ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＡＮＤ ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＢＡＮＫＩＮＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ -

ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＰＲＩＶＡＴＥ ＢＡＮＫＩＮＧ ＤＩＶＩＳＩＯＮ ＣＬＩＥＮＴ Ａ/Ｃ 8028-394841
1,060,000 5.21

日本生命保険相互会社 732,000 3.60

前澤給装工業従業員持株会 568,232 2.79

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　505103 474,100 2.33

第一生命保険株式会社 451,000 2.22

株式会社阿部製作所 380,000 1.87

株式会社藤田製作所 365,000 1.79

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



１．大株主の状況は、2026年3月31日現在の状況です。なお、上記のほか、当社が保有する自己株式1,142,071株がありますが、上記大株主から
は除外しております。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は1,641千株であります。なお、それらの内訳は、
年金信託設定分33千株、投資信託設定分732千株、その他信託分875千株あります。

３．2022年12月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、重田光時氏が2022年12月２日現在で以下の株式を所有している旨
が記載されているものの、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めており
ません。

　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

　　大量保有者 重田光時

　　住所 香港、銅鑼灣、怡和街

　　保有株券等の数 1,340,300株

　　株券等の保有割合 5.83％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

飯島康夫 弁護士

熊﨑美杉 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

飯島康夫 ○
同氏が員外監事を務めるパルシステム共
済生活協同組合連合会は、当社と取引等
の利害関係はありません。

弁護士としての法務に関する識見に加え、生活
協同組合連合会の員外監事を務める等の経験
を有しております。取締役会は、それらの経験
と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点から
の助言等が、当社の中長期的な企業価値の向
上および取締役会の監督機能向上に活かされ
るものと判断し、社外取締役として選任しており
ます。

同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準
に加え、当社が定める「独立役員選任基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

熊﨑美杉 ○ ―――

国税局において税務署長等の要職を歴任さ
れ、その中で培ったマネジメント能力や税務に
関する専門的知見に加え、同局退職後におい
ては税理士および社会福祉法人の監事を務め
る等の経験を有しております。取締役会は、そ
れらの実績と経験に基づく同氏の専門的・客観
的立場からの助言等が、当社の中長期的な企
業価値の向上および取締役会の監督機能向
上に活かされるものと判断し、社外取締役に選
任しております。

同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準
に加え、当社が定める「独立役員選任基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

１．当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会を設置しております。指名委員会は、役員選
解任決定プロセスの公平性・透明性・客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることなどを目的としており、取締役会の諮問に
応じて審議し、その結果を取締役会に対して答申します。

なお、当社の指名委員会の構成員は次のとおりであります。

委員長：社外取締役　飯島康夫

委員：社外取締役　熊﨑美杉、　代表取締役社長　杉本博司

２．当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会
は、役員報酬に関する公平性・透明性・客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としており、取締役会の諮問に応じ
て審議し、その結果を取締役会に対して答申します。

なお、当社の報酬諮問委員会の構成員は次のとおりであります。

委員長：社外取締役　飯島康夫

委員：社外取締役　熊﨑美杉、　常務取締役管理本部長　谷口陽一郎

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人と定期的に会合をもつなど、連携を保ち、意見および情報交換を行って、効率的な監査の実施に努めています。

また、監査役と監査室は、内部監査および内部統制について、定期的な意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

伊藤広樹 弁護士 ○

櫻井秀憲 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与



c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

伊藤広樹 ○

当社は同氏が所属する岩田合同法律事
務所との間で法務（助言等）に関する取引
がありましたが、2024年3月期以降の取引
はありません。

弁護士としての法務に関する豊富な知識を有
するとともに、企業の社外監査役を務める等の
経験も有しております。取締役会は、そのよう
な知識と経験を活かし、客観的な立場から当社
の監査を適切に遂行していただけるものと判断
し、社外監査役として選任しております。

同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準
に加え、当社が定める「独立役員選任基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

櫻井秀憲 ○ ―――

監査法人での勤務経験や公認会計士資格を
取得するなど財務・会計等に関する豊富な知
識を有するとともに、企業の代表取締役や社外
監査役を務める等の経験も有しております。取
締役会は、そのような知識と経験を活かし、客
観的な立場から当社の監査を適切に遂行して
いただけるものと判断し、社外監査役に選任し
ております。

同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準
に加え、当社が定める「独立役員選任基準」を
満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社の社外取締役２名及び社外監査役２名は、独立役員の資格を充たしておりますので、全員を独立役員に指定しております。

当社は「独立役員選任基準」（2021年12月20日改定）を定めております。基準の具体的な内容については、有価証券報告書をご覧ください。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬等に係る業績指針は営業利益であり、その標準目標値は2,200百万円、その実績値は2,727百万円であります。当該指標を選択した
理由は、業績向上への意欲を高めるとともに、各事業年度の成果を適切に反映していると考えているためであります。なお、標準目標値は第56期



から第65期までの10年間における営業利益の平均値（千万円単位切捨て、役員賞与を除く）であり、標準目標値と実績値（役員賞与引当金繰入
前）との比較に基づく計算式により業績連動報酬を算出しております。

当事業年度における業績連動報酬は、取締役会で決議した規定に基づき、会社の業績に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で算定し、
報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、取締役、監査役及び社外役員の区分にて、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員
の員数を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の報酬限度額に関する株主総会決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第51期定時株主総会において年額285百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は０名）です。

また、基本報酬、業績連動報酬とは別枠で、2021年６月25日開催の第65期定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対
して、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的とし
て、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内（発行または処分する普通株式の総数
は年50,000株を上限）とする旨、決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は２名）です。

監査役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第51期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結
時点の監査役の員数は、４名（うち、社外監査役は３名）です。

なお、報酬の算定方法の決定方針につきましては、コーポレートガバナンス・コード　原則3-1（3）に記載しておりますので、ご参照願います。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

（1）社外取締役については、議事内容等に関する説明および資料の求めがあった場合には、取締役会事務局である事業企画課がサポートする
体制となっております。

（2）社外監査役については、現在、監査役の職務を補助する使用人は任命しておりませんが、監査役が必要と判断したとした場合は、監査役の職
務を補助する使用人を置くものとし、補助使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先する体制としております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1) 取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成しており、少人数による迅速な意思決定を行う体制としております。取締役会は原則毎月

１回開催し、取締役会規程に従い、経営目標・経営戦略等重要な事業戦略その他必要な重要事項を決定しております。

(2) 監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成しております。監査役および監査役会の役割・責務を監査役会規程および監査役監査基

準に明確に規定しており、各監査役は当該規程等に従い独立した客観的立場で責務を果たしております。更に各監査役は、取締役会などの重要
会議へ出席して意見を述べ、取締役との面談や会計監査人および監査室との連携などによる業務執行の監査を積極的に行っております。



（3）指名委員会は、取締役・監査役候補の指名、取締役・監査役の解任、代表取締役・役付取締役の選定・解職、取締役社長、取締役等の後継
者計画等について取締役会の諮問を受け審議し、取締役会に答申しております。独立社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を独立社外取締
役としております。取締役会の任意の諮問機関として、2021年12月に設置しました。

（4）報酬諮問委員会は、役員報酬に係る基本方針や報酬体系等について取締役会の諮問を受け審議し、取締役会に答申しております。独立社
外取締役を委員長とし、委員の半数以上を独立社外取締役としております。取締役会の任意の諮問機関として、2021年2月に設置しました。

（5）社外取締役２名と社外監査役２名により、外部からの取締役に対する監督・監査体制を構築しております。

（6）経営戦略の機動的な遂行を図るため、執行役員制度を導入しております。現在、４名の執行役員が、取締役会で決定した事項について業務
執行を行い、さらなる営業推進や効率的な業務運営を行うとともに、経営情報の共有と業務執行の効率化を図っております。

（7）コンプライアンス経営の更なる強化を図るべく、「コンプライアンスプログラム」を導入し、同プログラムを実施、管理および整備する統括部署を
置いております。また、コンプライアンス違反等に関する通報の仕組みとして内部通報制度を設けております。

(8）当社では、各本部から独立した監査室が、各本部の業務、経理、コンプライアンス等の内部監査を定期的に実施しております。監査結果は、取
締役会に定期的に報告する体制としております。

(9) 会計監査についての監査契約を有限責任 あずさ監査法人と締結し、監査を受けております。2026年３月期における監査体制は以下のとおり

です。

　（業務を執行した公認会計士の氏名および監査年数）　　細矢　聡、村松　通子

　（会計監査業務に係る補助者の構成）　公認会計士１４名、その他３２名

（10）責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認め
られるのは、当該取締役および監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

（11）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲
は、取締役および監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行
為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用等の損害を填補す
ることとされております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行
為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、上記の体制により、経営の意思決定および監督・監査が、十分に機能していると考えており、現在の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
第70期定時株主総会の招集通知は、法定発送期日の６日前である６月４日に発送してお
ります。また、法定発送期日の11日前にホームページおよび東京証券取引所のウェブサ
イトに開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定
一人でも多くの株主の方にご参加いただき、当社をよりご理解いただくため、最集中日を
避けた開催日程等を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
第64期定時株主総会（2020年６月25日開催）より、インターネットによる議決権行使を可能
としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第64期定時株主総会（2020年６月25日開催）より、機関投資家向け議決権電子行使プ
ラットフォームを採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供
第66期定時株主総会（2022年６月28日開催）より、狭義の招集通知および参考書類につ
いて英文を作成し、和文の招集通知と同時に、東京証券取引所のウェブサイトおよび自
社ホームページに公開しております。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社は2008年9月にディスクロージャーポリシーを制定し、ホームページにおい
て公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年１回決算説明会(アナリスト向け）を実施し、ディスクローズの充実に努めてお
ります。また、四半期毎の決算公表後に、アナリストや機関投資家等とのミー
ティングを随時実施しています。

2026年３月期決算説明会は、代表取締役社長 杉本博司、常務取締役 谷口陽

一郎の２名が行いました。

あり

IR資料のホームページ掲載
適時開示資料、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料等を掲載してお
ります。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当部署：事業企画部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

会社指針およびコンプライアンス指針において、事業活動を行う上で判断・意思決定のより
どころとすべき９つの「コンプライアンス行動規範」を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ISO14001を工場等において取得しております。

環境方針を制定し、環境配慮型製品の開発、省エネ・資源の有効活用・廃棄物の削減活
動などの環境保全活動を推進しております。

2020 年１月16 日、仙台市水道局「青下の杜プロジェクト」に関し、当社は仙台市と同プロ

ジェクト参画の協定を締結しました。同プロジェクトは、仙台市が保有する水源涵養林の保
全育成を行う官民連携の取り組みとなります。本事業の目的は「水源を守り安全でおいし
い水道水を供給する」であり、当社の使命である「『きれいな水』『安全な水』『おいしい水』を
お届けすること」と合致しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「ディスクロージャーポリシー」を制定し、すべてのステークホルダーから、会社の経営活動
及び企業活動全般について正しい理解を得るために、「迅速、正確かつ公平」を基本に、
金融商品取引法及び東京証券取引所の定める法令・規則を遵守し、適時・適切な情報開
示に努めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定め、その整備を図っております。

当社は、「QSO」（Quality, Safety & Originality）『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改革である』という会社指針のもと、業務の適正お

よび効率性の確保ならびにリスクを管理する体制の構築が重要な経営課題であると認識し、以下の各体制・事項を整備する。

１．　取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) コンプライアンス経営の更なる強化を図るため、コンプライアンス管理規程、行動規範に従い、当社の取締役および従業員等がコンプライアン

ス・プログラムを実践する。

(2) コンプライアンス・プログラムを推進する組織として、コンプライアンス推進委員会を設置し、部署ごとに任命されたコンプライアンス推進委員に

より社内教育を実施する。また、コンプライアンス違反等に関する通報の仕組みとして内部通報制度（ホットライン）を設置、運用する。

(3) コンプライアンス・プログラムにおいて、反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、コンプライアンス行動規範に、「反社会的勢力および団体

とは一切の関係を遮断する。トラブル等が発生した場合は企業をあげて立ち向かう。」と記す。

また、反社会的勢力排除のため、社内専門部署および責任者を定め、所轄警察署および顧問弁護士等の外部専門機関と連携を取り、情報の共
有化を図る。更に、反社会的勢力排除に向けた連絡協議会への参加、全社員へのコンプライアンス行動規範の配布、社内教育の実践等により、
反社会的勢力を排除する体制を整備する。

(4) コンプライアンスを統括・管理する部署は、当社のコンプライアンス推進の体制を整備するとともに、コンプライアンスの実施状況について必要

に応じ取締役会に報告する。

２．　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　(1) 文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電子文書（以下、「文書等」という。）に記録、保存し管理する。



　(2) 取締役および監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できる。

３．　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(1)　情報資産管理規程において取締役および従業員等の情報セキュリティに関する行動規範を定め、当社が保有する全ての情報資産につい
て、ITを利用する場合を含め、高いセキュリティレベルを確保する。

　(2)　リスクマネジメント基本規程に従い、平時において重要なリスクの抽出、リスク軽減策の策定および実施等を行う。

　(3)　危機管理マニュアルを整備し、有事においては災害等重大かつ緊急な事態が発生したときは、これに従い全社で対応し、事業の継続を確保
するものとする。

　(4)　リスクを統括・管理する部署は、当社のリスクを統合的に管理し、リスク管理体制の整備・強化を図る。

４．　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(1)　取締役会は、取締役および従業員等が共有する全社的な目標（経営方針）を定め、本部担当取締役および各部署長はその目標達成のため
に各本部目標（本部方針）および各部署目標（部署方針）を定める。

　(2)　内部牽制機能を確立するため、各本部の機能および分担を明確にし適正かつ効率的に職務が行われる体制とする。

　(3)　情報システムの利用を通じて、当社の取締役および従業員等の適切な情報伝達と意思疎通を推進する。

５．　当社における業務の適正を確保するための体制

一般に公正妥当と認められた企業会計基準に従い経営実態に即した会計処理を行うための体制を整備し運用を図り、その有効性を評価すること
により業務プロセスの適正を確保し、もって当社の財務報告に係る信頼性を確保する。

６．　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　（1）　現在、監査役の職務を補助する使用人は任命していないが、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人（以下、「補助使
用人」という。）を置くものとする。また、補助使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先するものとする。

　（2）　補助使用人の人事異動、人事評価等については、監査役の事前同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。

７．　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　（1）　取締役および従業員等は、職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する事実を発見したとき、会社に損害を与える事態が発生また
は発生することが予想されるときは、所管部署を通じてリスクを統括・管理する部署に報告し、重要な事項については当該部署の責任者が監査役
に報告する体制とする。

　（2）　監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役および従業員等に対して報告を求めることができる。

　（3）　当該報告を行った者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（1）　当社の取締役および従業員等は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。

　（2）　代表取締役は、定期的に監査役との意見交換等を行い、適切な意思疎通を図り、効果的な監査業務が遂行できる体制を確保する。

　（3）　監査役の職務の執行について生じる費用の処理は、監査役の請求に従い、速やかに行うものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、コンプライアンスプログラムにおいて、コンプライアンス行動規範に、「反社会的勢力および団体とは
一切の関係を遮断する。トラブル等が発生した場合は企業をあげて立ち向かう。」と記しております。

　また、反社会的勢力排除のため、社内専門部署および責任者を定め、所轄警察署および顧問弁護士等の外部専門機関と連携を取り情報の共
有化を図っております。更に、反社会的勢力排除に向けた連絡協議会への参加、全社員へのコンプライアンス行動規範の配布、社内教育の実践
等により、反社会的勢力を排除する体制を整備しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）について、2026年６月25日開催の当社第70
期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、ご出席株主の過半数のご賛成をいただき、本プランを継続いたしました。本プランの有効
期間は2026年６月25日から３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。本プランの具体
的内容については、以下のとおりであります。

Ⅰ．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針等

１．基本方針の内容について

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上させることを可能とする者である必要があると考えております。

　上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大量買付行為およびこれに類似す
る行為があった場合でも、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられる
べきものと考えておりますので、当社株式について大量買付行為がなされる場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものである
限り、これを一概に否定するものではありません。



　しかし、大量買付行為のなかには、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白なもの、株主に
株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を
提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものもないとは言えません。そして、当社は、このような不適切な大量買付行
為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

　当社は、当社株式の適切な価値を株主および投資家の皆様にご理解いただけるよう、適時・適切な情報開示に努めておりますが、突然に大量
買付行為がなされた際には、大量買付行為を行おうとする者（以下「大量買付者」といいます。）の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか
について、短期間のうちに適切な判断が求められる株主の皆様にとって、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提
供されることが不可欠であると考えます。さらに、当社株式の継続保有を検討する上でも、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の
利益に与える影響や大量買付者が当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画、各ステークホルダーとの関係についての考え方、あるい
は、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、重要な判断材料になるものと考えております。

　以上の理由により、当社は、株主の皆様に当社株式の大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただく機会を提供し、あるいは当社取締
役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な情報や時間を確保すること、および、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反するよ
うな大量買付行為を抑止するため、一定の場合には企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要かつ適切な措置をとることが、株主の
皆様から経営を付託される当社取締役会の当然の責務であると考えております。

２．当社の企業価値の源泉について

　当社は、1957年１月の設立以来、半世紀以上にわたり「きれいな水」「安全な水」「おいしい水」をお届けすることを使命に、大切な水を人々の暮ら
しへとつなぐ給水装置の製造・販売を主な業務として、水道事業発展の一翼を担ってまいりました。

　当社の企業価値の源泉は、事業の担い手を構成する全体としての従業員と以下の４点との結びつきにより生み出されるものであるといえます。

①　「ものづくり」に関する数々の独自ノウハウ

　当社の生産現場では、鋳造、加工、組立、検査、出荷、さらには生産ラインで使用する金型まで自社で管理する一貫生産体制を敷き、徹底した
品質管理を行っております。これら各工程での長年の経験や蓄積されたデータから導かれた「ものづくり」に関する独自ノウハウの数々は、当社が
送り出す製品の競争力を支えております。

②　独自の生産管理システム

　給水装置は使用する環境や条件等で求められる性能が異なります。当社の製品は、ほぼ全国の水道事業体でご採用いただいておりますが、そ
の数は数万点にも上ります。

　当社では、精度の高い需要予測を可能にする営業力と多品種少量生産を可能にするフレキシブルな工場稼働体制の組合せによる独自の生産
管理システムを確立し、それぞれの製品を、安定供給できる体制を整えております。

③　全国の水道事業体・管材商社・水道工事業者との信頼関係に基づくブランド力

　当社はこれまで安全性、利便性、施工性の向上を目指した給水装置の開発を行い、必要とされる製品を安定的に供給し続けることにより、水道
事業に携わる様々な方々から長期にわたり高い信頼を得てまいりました。こうした強固な信頼関係に基づくブランド力は当社の重要な事業基盤と
なっております。

④　製販一体化による顧客ニーズへの対応力

　当社は、全国に26箇所の営業拠点を設置し、顧客ニーズを的確に捉えるとともに、製品開発から製造・供給までいち早く対応できる体制を整えて
おります。

３．企業価値向上のための取組み

　日本の総人口の減少と東日本大震災の経験という、水道をとりまく状況の大きな変化をうけ、2013年３月に厚生労働省より公表された「新水道ビ
ジョン」では、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも享受できるよう、今から50年後、100年後の将来を見据えた水
道の理想像が明示されております。

当社では、この「新水道ビジョン」の基本理念を共有し、水道の理想像具現化の一翼を担うべく、時代や環境の変化に的確に対応した企業価値向
上のための取組みを推し進めてまいります。

そして、当社は前中期経営計画「中期経営計画2024」（以下「前計画」といいます。）が2025年３月期に最終期となることから、前計画の振返りを行
うとともに、当社を取り巻く環境の認識に基づき、企業価値向上と持続的成長の実現に向け、2025年８月７日、新たに「中期経営計画2029」を策定
し、公表いたしました。その概要は、以下のとおりです。

　新たな中期経営計画では、「原点回帰・未来への挑戦」を方針に掲げ、持続的な成長を目指す「サステナビリティ経営」を引き続き重視し、前計画
で認識された課題も踏まえ、「当社の目指す姿は何か」を念頭に、５つの「重点施策」を基に、取り組んでまいります。

①　既存事業の強化を図る

70年にわたり築き上げてきた安定的収益基盤の強化、不採算、低採算を余儀なくされている事業の採算改善を図り、より一層の収益基盤の安定
化と強化を進めます。

②　ＤＸ化の推進を図る

時代とともに進化する技術を取り込み、業務の自動化・省人化による生産性の向上を図り、かつ、業務プロセスを見直し、無駄を省くことにより、業
務の「スマート化」（自動化・省人化）を進めます。

③　次世代の成長ドライバーを創出する

顧客が求める商品・サービスを迅速かつ、柔軟に提供し、顧客にとっての価値を高めるべく、新たな成長ドライバーの創出、研究開発力の強化に
取り組みます。

④　経営基盤の強化を図る

前計画に引き続き、コーポレートガバナンス・コードに沿った実効性の向上に取り組み、経営の透明性を高め、コンプライアンス遵守の徹底を通じ、
継続的な経営の健全化、ならびに人財の育成に努めます。

⑤サステナビリティの推進を図る

前計画に引き続き、再生可能エネルギーの導入などにより、事務所（オフィス）、ならびに工場における省エネルギー対策の推進に取り組みます。

４．コーポレート・ガバナンスについて

　当社は、経営の透明性を高め、コンプライアンス遵守の徹底を通じ、企業として広く社会からの信頼を確保していくことが、企業価値を持続的に
向上させていくために必要不可欠と考えており、その中でも、コーポレート・ガバナンスの充実は最も重要な課題と認識しております。

　このような認識の下、当社は、取締役の責任の明確化を図り、株主の皆様への信任を問う機会を増やすことを目的に、取締役の任期を１年とし
ております。

　また、取締役会の監督機能の強化を図るため、独立性の高い社外取締役を２名選任するのに加え、取締役会の任意の諮問機関として、委員の
過半数が独立社外取締役で構成される「指名委員会」および「報酬諮問委員会」を設置し、取締役の指名・解任、報酬額の決定の手続について、
独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで独立性・客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っております。

一方、監査役においては、独立性の高い社外監査役２名を含む３名の監査役が、取締役会をはじめとする重要会議へ出席する他、取締役、会計
監査人および内部監査部署と定期的に面談または情報交換等を行うことにより、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備・運用状況等の確
認を行っております。

　当社は、今後も株主の皆様、お客様・お取引先様、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高めるため、環境・安全・品質、法
令・ルール遵守の徹底、社会貢献活動等の更なる充実・強化に努めてまいります。



Ⅱ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

１．本プランの内容

（１）　本プランの概要

　本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなさ
れる場合や、かかる手続に従った場合であっても、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を明らかに害するものであると
判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権の無償割当の方法（会社法第277条以下に規定され
ています。）により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるものです。

　なお、新株予約権の無償割当の実施、不実施等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社取締役会から独立した独
立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重するとともに株主の皆様等に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。ま
た、当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守した場合において、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を著しく害するものに該当すると認めたときは、本プランによる対抗措置の実施の是非について、必ず株主総会（以下、対抗措置の実施について
の承認を議案とする株主総会を「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、株主の皆様の意思を確認することといたします。なお、会社法その
他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられる
こともあります。

　本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、イ）大量買付者およびその関係者による行使を禁止する
行使条件や、ロ）当社が本新株予約権の取得と引き換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を
付すことが予定されております。

（２）　本プランの継続の手続　－　定時株主総会における承認

　本プランの継続にあたり株主の皆様の意思を適切に反映するため、本総会において、ご出席株主（議決権行使書により議決権行使を行う株主、
インターネットにより議決権行使を行う株主および株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにより議決権行使を
行う株主を含みます。以下同じ。）の皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件とします。

（３）　本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続

①　対象となる大量買付行為

　当社は、以下のイ）ないしハ）のいずれかに該当する行為またはこれらに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。）
がなされ、またはなされようとする場合には、本プランに基づく対抗措置の発動を検討いたします。

イ）当社が発行者である株券等＊１について、保有者＊２の株券等保有割合＊３が20％以上となる買付け

ロ）当社が発行者である株券等＊４について、公開買付け＊５に係る株券等の株券等所有割合＊６およびその特別関係者＊７の株券等所有割合
の合計が20％以上となる公開買付け

ハ）上記イ）もしくはロ）に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、(ⅰ)当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みま
す。以下本ハ）において同じ。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当する
に至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同な
いし協調して行動する関係＊８を樹立するあらゆる行為＊９であって、(ⅱ)当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の
株券等保有割合の合計が20％以上となるような行為

＊１：金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等（有価証券とみなされる場合を含みます。）をいいます。以下において別段の定めがな
い限り同じとします。

＊２：金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者（同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当す
ると認めた者を含みます。）。以下において別段の定めがない限り同じとします。）およびその共同保有者（同条第５項に規定する共同保有者をい
い、同条第６項に基づき共同保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。以下において別段の定
めがない限り同じとします。）をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。

＊３：金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等
の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。）も加算するものとします。以下において別
段の定めがない限り同じとします。

＊４：金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。ロ）において同じとします。

＊５：金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けをいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。

＊６：金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。

＊７：金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。ただし、同
項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下
において別段の定めがない限り同じとします。

＊８：「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹
立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブ
や貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主および当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす
影響等を基礎として行うものとします。

＊９：本ハ）所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して合理的に判断するものとします。なお、
当社取締役会は、本ハ）所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めること
があります。

　各割合の算出にあたって、総議決権の数（金融商品取引法第27条の２第８項に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27
条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参
照することができるものとします。

②　意向表明書の提出

　大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約を含む、大量買付者に関する以下の事項等を日
本語で記載した意向表明書を、当社取締役会に提出していただきます。なお、意向表明書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他大量買付者
の存在を証明する書類（外国語の場合には、日本語訳を含みます。）を添付していただきます。

ａ) 大量買付者の氏名または名称

ｂ) 大量買付者の住所または本店、事務所等の所在地

ｃ) 大量買付者の設立準拠法

ｄ) 大量買付者の代表者の役職および氏名

ｅ) 大量買付者の日本国内における連絡先

ｆ) 大量買付者の直接・間接の大株主または大口出資者（持株割合または出資割合上位10名）および実質株主（出資者）の概要

ｇ) 提案する大量買付行為の概要（大量買付者が大量買付行為により取得を予定する当社の株券等の種類および数、ならびに大量買付行為の

目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等＊



10その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）を含みます。）

＊10：重要提案行為等とは、金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項および株券等の大量保有の状況
の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。

　当社取締役会が、大量買付者が出現したことを認識した場合はその事実を、また、大量買付者から意向表明書を受領した場合はその受領の事
実を、株主の皆様等に、適用ある法令等および株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める諸規則に従った適時か
つ適切な情報開示（以下「情報開示」といいます。）を行います。

③　大量買付者に対する情報提供の要求

　当社取締役会は、上記意向表明書を受領した日の翌日より10日以内に、大量買付者に対して、当社取締役会が当該大量買付行為の内容の検
討に必要な以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）を記載した書面（以下「本必要情報リスト」といいます。）を交付し、大量買
付者には、本必要情報リストの記載に従い、本必要情報を当社取締役会に日本語で記載した書面にて提出していただきます（ただし、当社取締役
会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が当社株式を継
続保有するか否かを適切に判断するために必要な水準を超える本必要情報の提供の要求を行わないこととします。）。

　当社取締役会は、本必要情報を受領した場合、速やかにこれを下記⑤に定める独立委員会に提供するものとします。

ａ）大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの場合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名
称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、資本構成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業についての経験等に関す
る情報等を含みます。）

ｂ）大量買付者およびそのグループが現に保有する当社株式の数、ならびに意向表明書提出日を含む前60日間における大量買付者の当社株式
の取引状況

ｃ）大量買付行為の目的（意向表明書において記載いただいたものの詳細）、方法および内容（大量買付行為の対価の額および種類、大量買付行
為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の適法性ならびに大量買付行為の実行の実現可能性等を含みます。）

ｄ）大量買付行為の対価の額の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方法、算定に用いた数値情報および大量買付行為に係る一連
の取引により生じることが予想されるシナジー効果の内容（そのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）ならびにその算定
根拠等を含みます。）の概要

ｅ）大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

ｆ）大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みま
す。）、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策（ただし、大量買付者による買収提案が、少数株主が存在しない100％の現
金買収の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りることとします。）

ｇ）大量買付行為の後における当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループに係るステークホルダーの処遇方針

ｈ）当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

ｉ）反社会的組織ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いません。）および関連性が存在する場合にはその
内容

ｊ）大量買付行為のために投下した資本の回収方針

　　また、当社取締役会は、大量買付者から提供された本必要情報では、当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判
断および当社取締役会の評価・検討のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加
の情報（以下「追加情報」といいます。）を大量買付者から提供していただきます（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提
案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために
必要な水準を超える追加情報提供の要求を行わないこととします。）。かかる追加情報提供の要求は、当社取締役会が大量買付者に対して本必
要情報リストを交付した日の翌日より60日以内に行うこととします。なお、この場合、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊
重するものとします。

　なお、当社取締役会は、本必要情報または追加情報を受領した場合はその受領の事実を、株主の皆様等に、情報開示を行います。大量買付者
から当社取締役会に提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が判断する時点で、その全部または
一部につき株主の皆様等に情報開示を行います。なお、当社は、公開買付けによる当社株券等の大量買付者に対しては、本必要情報および追
加情報の提供を求めるほか、金融商品取引法第27条の10の規定に基づいて、「意見表明報告書」を通じて当該公開買付けに関する質問を行うこ
とがあります。

④　当社取締役会の検討手続

　当社取締役会は、大量買付者から提出された本必要情報および追加情報が株主の皆様が当社の株式を継続保有するか否かを適切に判断す
るために必要な水準を満たしていると判断した場合は、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始期および終期を、直ちに大量買付者お
よび独立委員会に通知し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。

　また、当社取締役会が本必要情報および追加情報の提供を要請したにもかかわらず、大量買付者から当該情報の一部について提供が難しい
旨の合理的な説明がある場合、当社取締役会が求める本必要情報および追加情報が全て揃わなくても、大量買付者との情報提供に係る交渉等
を終了し、取締役会による評価、検討等を開始する場合があります。

　当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間を当社取締役会による評価、検討、交渉、
意見形成および代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

(ⅰ) 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする買付けの場合には60日以内

(ⅱ) その他の大量買付行為の場合には90日以内

　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要と認める場合には、独立委員会に諮問し、その勧告を最
大限尊重した上で延長できるものとし、その場合は具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる理由を大量買付者に通知するとともに、
株主の皆様等に情報開示します。また、延長は一度に限り、その期間は最大30日間とします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイ
ザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得ながら提供された本必要情報および追加情報を十分に評価・検討し、独立委員会による勧告を
最大限尊重した上で、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重に取りまとめ、大量買付者に通知するとともに、株主の皆様等に
情報開示を行います。また、当社取締役会は必要に応じて大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取
締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を
開始することができるものとします。ただし、下記⑧に定める不実施決定通知を受領した場合は、同通知を受領した日の翌営業日から大量買付行
為を行うことが可能となります。また、下記⑧に定めるとおり株主意思確認総会の招集手続を実施した場合、大量買付者は、(a)当該株主意思確
認総会において対抗措置を実施することを内容とする議案が可決されたときには、当該株主意思確認総会の終結後開催される対抗措置を実施
するために必要となる決議を行うための当社取締役会の終結の時まで、(b)当該株主意思確認総会において対抗措置を実施することを内容とする
議案が否決されたときには、当該株主意思確認総会の終結の時まで、それぞれ大量買付行為を開始できないものとします。

⑤　独立委員会の設置

　本プランに定めるルールに従って一連の手続が進行されているか否か、ならびに本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否か、については当社取締役
会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員



会規則に基づき、独立委員会を設置することといたします。

　独立委員会は３名以上の委員より構成され、当社取締役会は委員を当社の社外取締役および社外監査役ならびに社外有識者（弁護士、公認
会計士、学識経験者等）の中から選任するものとします。本プラン継続後の独立委員会の委員には、社外取締役の飯島康夫氏ならびに社外監査
役の伊藤広樹氏および櫻井秀憲氏の各氏が就任しております。

　なお、独立委員会は、当社の費用で、独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、そ
の他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。

⑥　対抗措置の発動の手続

　当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性および公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。

　まず、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会はこの諮問に基づ
き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から大量買付行為について慎重に評価・検討し、必要に応じて当社から独立し
た地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者（当社が費用を負担することとします。）の助言
を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際
して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。

　当社取締役会は、当該判断を行った場合、当該判断の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、株主の皆様等に情報開示を
行います。

　なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え大量買付者の提供する本必要情報および追加情報に基づき、必要に応じて外部
専門家等の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容ならびに当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株
主共同の利益に与える影響等を評価・検討した上で、対抗措置の発動の是非を取締役会評価期間の終了時までに判断するものとします。

⑦　対抗措置の発動の条件

イ）大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行った場合

　当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行った場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何
を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を最大限尊
重した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。

　なお、当社取締役会は、対抗措置を講じるにあたり、独立委員会が予め株主の皆様の意思を確認すべき旨の留保を付した勧告を行った場合、
あるいは、取締役の善管注意義務に照らして株主の皆様の意思を確認することが適切と判断した場合には、対抗措置の実施についての承認を
議案とする株主意思確認総会＊11を開催することとし、招集手続を速やかに実施するものとします。

ロ）大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合

　大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反
対であり、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は
講じません。大量買付者の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報および追加情報ならびにそれ
らに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

　ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の
大量買付行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為が当社の企業価
値ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役会は、
独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗
措置を実施するか否かを株主の皆様に問うべく株主意思確認総会を招集することとします。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当す
ると判断される場合には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該
当すると考えます。

（ａ）　高値買取要求を狙う買付け等である場合

（ｂ）　高度な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付者の利益実現を狙う買付け等である場合

（ｃ）　会社の資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす
ような買付け等である場合

（ｄ）　会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける
ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等である場合

（ｅ）　最初の買付けで全株式の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、或いは明確にしないで公開買付けを
行うなど、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買付け等である場合

　当社取締役会は、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると認め、対抗措置を実施するか否
かを株主の皆様に問うべく株主意思確認総会を招集すべき旨の取締役会決議を行った場合には、本プランによる対抗措置の実施についての承
認を議案とする株主意思確認総会の招集手続を速やかに実施するものとします。

＊11：株主意思確認総会においては、原則として普通決議により株主の皆様の意思を確認することとしますが、買付等の目的、方法および内容な
らびに大量買付者と一般株主の間における利益相反の可能性を含む諸般の事情を総合的に勘案して、大量買付者および独立委員会が当該議
案との関係で大量買付者と特別の利害関係を有すると認める者の議決権を、その承認可決要件の計算から除外して取り扱うことがあります。以
下同じとします。

⑧　当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定

　当社取締役会は、上記⑦－イ）またはロ）のいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の実施または不実施に関す
る決定を行います。

　また、上記⑦－イ）または－ロ）に基づき当社取締役会が株主意思確認総会の招集手続を実施した場合には、当社取締役会は、かかる手続に
よって実施された株主意思確認総会の決議に従い、対抗措置の実施または不実施に関する決定を行います。

　当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量
買付者に通知（以下、不実施の決定に係る通知を「不実施決定通知」といいます。）し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。大量買付者
は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会から不実施決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となりま
す。ただし、上記株主意思確認総会の招集手続を実施した場合、大量買付者は、(a)当該株主意思確認総会において対抗措置を実施することを内
容とする議案が可決されたときには、当該株主意思確認総会の終結後開催される対抗措置を実施するために必要となる決議を行うための当社取
締役会の終結の時まで、(b)当該株主意思確認総会において対抗措置を実施することを内容とする議案が否決されたときには、当該株主意思確
認総会の終結の時まで、それぞれ大量買付行為を開始できないものとします。

　なお、株主意思確認総会の招集を行うにあたり、当社取締役会は、本必要情報および追加情報の概要、意向表明書に関する当社取締役会の
意見および独立委員会の勧告等の内容その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに適用ある法令等に従って適時適切に開
示します。

　また、株主意思確認総会開催の前提として、当社取締役会は、大量買付者から十分な情報を受領後速やかに、当該株主意思確認総会におい
て議決権を行使できる株主を確定するための基準日を定め、当該基準日の２週間前までに公告を行うものとします。当該株主意思確認総会にお
いて議決権を行使することのできる株主は、当該基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主とします。

　当該株主意思確認総会の決議は、ご出席株主の皆様の議決権の過半数によって決するものとします。当該株主意思確認総会の結果は、その
決議後速やかに開示するものとします。



　なお、当該株主意思確認総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不実施の決定を行った場合に
は、当社は当該株主意思確認総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を行った場合も、当社は、当社取締役会の意見およびそ
の意見の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等に従って適時適切に開示します。

⑨　当社取締役会による再検討

　当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後であっても、大量買付者が大量買付行為に関する条件を変更した場
合や大量買付行為を中止した場合など、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には改めて独立委員会に諮問した上で再度審
議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の実施または中止に関する決定を行うことができます。

　当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の
皆様等に対する情報開示を行います。

（４）　本新株予約権無償割当の概要

　当社取締役会は本プランにおける対抗措置として、原則として、「前澤給装工業株式会社　新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割
当を行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当を決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）に
おける最終の株主名簿に記録された株主の皆様（ただし、当社を除きます。）に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役
会が定める数の割合で割り当てられます。

　本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価額）は金１円とし、本新株予約権１個の行使により、本新株予
約権に係わる新株予約権者（以下「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式１株が交付されます。

　ただし、大量買付者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとします。

　また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項に基づき、一定の条件の下で大量買付者およびそ
の関係者以外の本新株予約権者から、当社普通株式１株と引き換えに本新株予約権１個を取得することができます。なお、当社は一定の条件の
下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。

　なお、本新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認が必要です。

　本新株予約権の無償割当のほか、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された
場合には当該その他の対抗措置が用いられることがあります。

　当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会が適切と認める事項について、株主の皆様等に対する情報開示を
行います。

（５）　本プランの有効期間、廃止および変更

　本プランの有効期間は、2026年６月25日から３年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社取締役
会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。すなわち本プランは、長くとも３年に１度、定時株
主総会において、または臨時株主総会において、株主の皆様のご判断で、変更または廃止させることが可能です。さらに、当社の取締役の任期
は１年となりますので、毎年、定時株主総会で選任される取締役が取締役会にて本プランの廃止を決定することもできます。従いまして、本プラン
は、株主の皆様のご判断で、毎年の取締役選任手続を通じて、本プランを間接的に廃止させることも可能となっております。また、当社取締役会
は、本プランの有効期間中であっても、定時株主総会の決議による委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プラ
ンの技術的な修正または変更を行う場合があります。

　なお、本プランは2026年５月20日現在施行されている法令の規定を前提としておりますので、同日以後法令の新設または改廃等により本プラン
の規定に修正を加える必要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ本プランの基本的考え方に反しない範囲で、本プランの文言を読み
替えることとします。

　本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、株主
の皆様等に対する情報開示を行います。

　また、上記に定める有効期間の満了以降における本プランの内容につきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続、または新たな
内容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。

２．本プランの合理性

（１）　買収への対応方針に関する指針の要件等を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関す
る指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性の原則」）を完全に
充足しており、また、東京証券取引所の定める買収への対応方針の導入に係わる諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは2008年６
月30日に公表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容、2023年８月31日
経済産業省が公表した「企業買収における行動指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて－」の内容および、東京証券取引所が2015年
６月１日より適用している「コーポレートガバナンス・コード」（2021年６月11日最終改訂）の「原則１－５ いわゆる買収防衛策」の内容も勘案しており

ます。

（２）　企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入されていること

　本プランは、上記Ⅰ．記載のとおり、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、株主の皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に
判断するために、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情報を確保すること、株主の皆様のために大量
買付者と交渉を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保または向上することを目的として導入されるもの
です。

（３）　株主意思を重視するものであること

　本プランは、本総会における株主の皆様のご承認を条件としており、本総会において本プランに関する株主の皆様のご意思を問うことにより、株
主の皆様のご意思が反映されることとなっております。本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議
が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランは継続だけでなく廃止についても、株主の皆様のご意
思が反映されることになっております。

　また、上記１.(3)⑦および⑧記載のとおり、当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守した場合において、大量買付行為が当
社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると認めたときは、本プランによる対抗措置の実施の是非について、必ず株
主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することとしております。

　それ以外の場合でも、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該
対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。従って、当該発動条件に従った対抗措置の実施は、
株主の皆様のご意思が反映されたものとなります。

（４）　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、上記１.(3)⑤記載のとおり、当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委
員会を設置します。独立委員会は当社の社外取締役および社外監査役ならびに社外有識者により構成されます。

　本プランにおける対抗措置の発動にあたっては、上記１.(3)⑥記載のとおり、独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされ
ています。

　このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措
置の発動を行うことを防ぐとともに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様等に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益の実現に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。



（５）　合理的な客観的要件の設定

　本プランは、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を
防止する仕組みを確保しております。

（６）　第三者専門家の意見の取得

　本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、当社取締役会および独立委員会が、当社の費用で、独立した第三者の助言を得ることができ
ることとされています。これにより、当社取締役会および独立委員会による判断の公正性および客観性がより強く担保される仕組みが確保されて
います。

（７）　デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収への対応方針ではないこと

　本プランは当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができることとしており、取締役会の構成員
の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない、いわゆるデッド・ハンド型の買収への対応方針ではありません。また、当社は取締役の任期を
１年としており、期差任期制度を採用していないため、その発動を阻止するのに時間がかかる、いわゆるスロー・ハンド型の買収への対応方針でも
ありません。

３．株主の皆様等に与える影響

（１）　本プランの継続にあたって株主および投資家の皆様に与える影響等

　本プランが継続される時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具
体的な影響が生じることはありません。なお、本プランは、上記Ⅰ．に記載のとおり、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、株主の皆様
が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情
報を確保すること、株主の皆様のために大量買付者と交渉を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保ま
たは向上することを目的として導入されるものです。これにより株主の皆様は、大量買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか、大量
買付行為に応ずるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながる
ものと考えます。従いまして、本プランは、株主の皆様が適切な判断を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると
考えております。

　なお、上記１.(3)⑦記載のとおり、大量買付者が本プランに定める手続を遵守するか否か等により大量買付行為に対する当社の対応方針が異な
りますので、株主の皆様におかれましては、大量買付者の動向にご注意ください。

（２）　本新株予約権無償割当の実施により株主および投資家の皆様に与える影響

　本新株予約権は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当の決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株
式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で無償で割り当てられますので、その行使を前提とする限り、株主の皆様が
保有する株式全体の価値に関しては希釈化は生じません。もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わ
ない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が希釈化することになります。ただし、当社は、
当社取締役会の決定により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当
社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様
は、本新株予約権の行使および行使価格相当の金銭の払い込みをせずに当社株式を受領することとなり、その保有する株式１株あたりの価値の
希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じません。

　なお、本新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当を中止し、または、無償割当され
た本新株予約権を無償取得する場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じること
を前提にして売買を行った株主および投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

（３）　本新株予約権の無償割当の実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株主および投資家の皆様に与える影響

　本新株予約権の行使または取得に関しては、差別的条項が付されることが予定されているため、当該行使または取得に際して、大量買付者お
よびその関係者の法的権利または経済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者およびその関係者以外
の株主および投資家の皆様の有する当社株式に係わる法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりませ
ん。もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使または本新株予約権の当社による取得の
結果、株主の皆様に当社株式が交付される場合には、株主の皆様の口座に当社株式の記録が行われるまでの期間、株主の皆様が保有する当
社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意
下さい。

（４）　本新株予約権無償割当に伴って株主の皆様に必要となる手続

①　本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約
権の内容および数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための口座等の必要情報、ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使
条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権
の行使に必要な書類を送付いたします。

　本新株予約権の無償割当後、株主の皆様が行使期間中に、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権１個あたり金１円を払込
取扱場所に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき１株の当社普通株式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関す
る法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される普通株式については、特別口座に記録することができませんので、株主の皆
様が本新株予約権を行使する際には、証券口座等を開設していただく必要がある点にご注意下さい。

②　当社による本新株予約権の取得の手続

　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上
で、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権取得と引き換えに当社普通株式を株主の皆様に交付することとした場合には、速やかにこれ
を交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が本新株予約権の要項に従い行使が禁じられている大量買付者およ
びその関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあり
ます。

　上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当の実施が
決定された後、株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。

「本プランの概要図」、「前澤給装工業株式会社　新株予約権の要項」等につきましては、当社ホームページの「買収防衛策」に詳細を掲載しており
ますので、以下のＵＲＬをご参照ください。

https://www.qso.co.jp/corporate/baisyu.html

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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当社の適時開示の概要について



当社は、「情報開示規程」を制定し、適時適切に開示するための社内体制を定めております。

1　適時開示となる会社情報は、取締役会における該当事項の承認もしくは報告を経ることにより、代表取締役社長の承認を得て開示することとし
ておりますが、緊急を要する情報開示の場合は「社長」が決定し、開示後最初に開催される取締役会において承認もしくは報告を経ることとしてお
ります。

2　情報を収集する責任部署は、事業企画課、経理課、総務課とし、情報取扱責任者として現在、取締役管理本部長を任命しております。

3　決算等の開示に関する重要事項については、取締役管理本部長を委員長とする「開示委員会」において、開示委員が相互に検証（クロスチェッ
ク）を行い、開示内容の適切性について審議しております。

4　開示が適正になされているかどうかを、監査室が定期的に監査しております。



開 示 委 員 会

社長（必要に応じ）

取 締 役 会
（※緊急の開示を要する場合は、代表取締役社長が開示を決定する）

【情報開示担当部署】

【情報取扱責任者】
【情報開示担当部署】　（事業企画課・経理課・総務課）

情 報 開 示

【適時開示体制の概要】

【情報収集責任部署】
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【コーポレート・ガバナンス体制の概要】
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